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https://www.facebook.com/ichinomiya.cci 

一宮 産業観光めぐり
季節観光･夏 七夕まつり 

市民の守り神として崇敬される真清田神社にちなんだ「おりもの感謝祭 一宮七夕まつり」は、一宮の夏の風物詩。「コスプレパレード」もまつりを盛り上げる。
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一宮商工会議所 常議員会を開催 
～産業振興委員会、まちづくり委員会 

各副委員長を選任～ 

「一宮七夕まつりコスプレパレード 6th」 

 ７月 30 日（日）に開催します！！

 一宮コスチュームタウン推進委員会（委員長：

佐々木久直常議員）は、一宮七夕まつり期間中の 7

月 30 日（日）に、恒例の「一宮七夕まつりコスプ

レパレード 6th 」を開催する。 

 6 年目を迎える今回はゲストとして、数多くの有

名アニメ作品に出演している声優で舞台俳優の山

口勝平氏を招き、「ステージイベント」と「コスプ

レパレード」を行う。 

 本年度は、他のコスプレイベントとの重複を避け

るため開催日程を変更し、参加者の増加を図るほ

か、開催時間も午後にまとめ、参加者により楽しん

でもらえるイベントを目指した。 

コスプレパレードは、16時 30 分から 17 時 30 分

まで、ゲストと一般のコスプレイヤーなどを参加者

として、中心商店街で実施する。本所では同日の 10

時から 19 時まで、パレード参加者向けに更衣室を

提供する。 

 お問合せは、企画事業部（電話：72-4611）まで。

実施日：2017 年 7 月 30 日(日) 

【ステージイベント】 

 時間：14：00～15：00（予定） 

場所：尾張一宮駅前ビル 3F シビックテラス 

【コスプレパレード】 

時間：16：30～17：30（予定）雨天決行 

場所：一宮中心商店街 

6 月 26 日、一宮商工会議所 4階小ホールにて

常議員会を開催した。当日は、議員代表者変更を

行い、さらに産業振興委員会の副委員長に株式会

社三菱東京 UFJ 銀行一宮支社長の原克己氏を、ま

ちづくり委員会の副委員長に株式会社名鉄百貨

店一宮店の鴨下昌充氏を選任した。その他、7月

の商工会議所の事業について報告を行った。 

 

■ 議員代表者変更 ■ 

（※順不同・敬称略） 

事 業 所 名 旧 新 

㈱名鉄百貨店一宮店 杉山 貴治 鴨下 昌充

名鉄西部交通㈱ 河原 英穂 小川 健司

 

■ 副委員長選任 ■ 

（※順不同・敬称略） 

委員会名 副委員長名 

産業振興委員会 原 克己 

まちづくり委員会 鴨下 昌充 

 また、愛知県経営者協会の柴山忠範専務理事を

ゲストにお呼びし、「働き方改革とこれからの企

業経営」について講話した。 

 柴山氏は講話の中で、平成 29 年 3月 28 日に働

き方改革実行計画が取りまとめられ、これからの

企業経営においては、個々人の仕事の楽しさや価

値観を尊重することや自立的人材育成の支援や

業務の大幅な見直しを通じて安心して生活でき

る基盤づくりの支援とライフステージに合わせ

た生活設計への支援が大事であると話した。 

△常議員会にて講話を行う柴山専務理事 



 

 農商工ビジネス研究会（所管：産業振興委員

会）は、今年度の第 1回例会を、下記要領にて

開催する。 

今年度の研究会では、一宮市農業振興課との

連携により、昨年度に引き続き農業生産者の参

加を図り、交流を促進し、ビジネスマッチング

の機会を提供する中で、「農商工連携」や「6次

産業化」へ結び付けることを目指す。また、メ

ンバーによる農業生産者との連携に係る個別プ

ロジェクトの支援も行っていく。 

第 1回例会では、「浜松農商工連携研究会」等

を通じて、農商工連携や六次産業化等について

の先駆的な活動を行っている浜松商工会議所の

ご担当者を迎え、その経験や知見等をお話いた

だく。また例会後には懇親会を開催する。 

【第 1回例会・懇親会】 

日時：8月 7日（月）16:00～18:30（予定） 

場所：本所 4階小ホール 

農商工ビジネス研究会では、新規メンバーを

広く募集している。お問合せは、企画事業部（電

話 72-4611）まで。  

～新産業創出研究会 第 1回例会～ 

連携・協業を目指しメンバーが交流 

～農商工ビジネス研究会～ 

第１回例会を８月 7日に開催します 

△メンバーによるプレゼンが行われた例会 

情報委員会（委員長：青木 俊憲） 
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開催日 

6 月 22 日（木） 

出席者 

17 名 

 新産業創出研究会（所管：産業振興委員会）

の今年度第 1回例会及び懇親会を、6月 19 日、

本所にて開催し、新規参加の会員を含む 37 名が

参加した。 

 今年度の研究会では、「新事業展開」や「新分

野進出」をキーワードに、会員同士の情報交換・

共有の機会を充実させ、専任コーディネーター

による個別相談やヒアリング等を強化し、新し

い連携や協業の実現を目指していく。 

 例会では、高岡副会頭の挨拶の後、出席者全

員による自己紹介とプレゼンテーションが行わ

れた。また、引き続き開催した懇親会を通じて、

メンバー間の相互理解を深めた。 

視察会 

①NTT西日本 名古屋･栄ITデータセンター(IDC) 

②中日新聞 名古屋本社 

豊島会頭、粟野副会頭をはじめとする参加者 17

名にて、名古屋栄方面の 2施設を視察した。 

IDC では、防災性に優れたビル環境や強固なセキ

ュリティのほか、技術者が常駐して監視・保守から

運用代行までを提供している状況を視察した。 

続いて中日新聞名古屋本社を視察。デジタルメデ

ィアの台頭により情報が氾濫する中でも、国内の新

聞発行部数（4,600 万部）は、世界的には圧倒的な

数を誇る。視察では、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、

ネットが共存する中、災害時に発揮された新聞の存

在意義について、取材・編集経験を持つ説明者より

解説を頂いた。必要な情報を効率良く取捨選択する

重要性を理解したほか、委員相互の親睦と交流が図

られた有意義な視察会となった。 

 

まちづくり委員会（委員長：宮田 智司） 

開催日 

6 月 6 日（火） 

出席者 

28 名 

議題 

(1) 本委員会における年間主要テーマについて 

(2) 所管事業の経過報告について 

(3) その他 

 議題(1)では、宮田委員長が順次、出席者から意

見を聴取した。事前に提出された意見と総合し、「駅

前・本町商店街・真清田神社など、中心市街地の活

性化にイベントを活用する」というコンセプトに意

見集約した。 

 真清田神社は歴史のある一宮の地域資源であり、

「真清田神社活用を視野に入れた中心市街地の活

性化」を年間テーマとし、次回以降、具体的な手法

について議論を深めていくことになった。 

 議題(2)では、所管事業である「第 2 回一宮まち

ゼミ」の参加店募集状況と「いちみんナビ」の公開

状況等について、事務局より説明があった。 



 いちのみや食ブランド推進協議会（会長：岩田

孝逸）は 6 月 7 日、新たに 1 品目を「いちのみや

食ブランド」として認定した。これにより認定商

品は 73 品目となった。 

 認定事業所には認定証を発行するとともに、「認

定マーク(＊)」の使用を許可する。認定品は今後

「いちのみや食ブランド品」として広告・販売で

きるほか、公式ホームページやパンフレット(＊)

に掲載される。 

■今回の認定商品 

①うきうきチーズケーキ 

（株式会社 yuko-ne） 

 尾張の卵をふんだんに使

用したチーズケーキ。チーズ

はもちろん卵の味がとても

しっかりしている。 

 ナチュラルビュッフェユ

コーネで販売している。 

■ いちのみや食ブランド認定商品募集 ■ 
 

いちのみや食ブランド推進協議会では現在、認

定商品を募集している。 

一宮市や周辺地域の農水産物や、それを使用し

た食品で、一宮の歴史・文化が感じられる商品が

認定の条件。 

 申請をご希望される方は、ホームページから申

請書をダウンロードの上、必要事項をご記入いた

だき、商品の写真やパンフレットなどの参考資料

とともに、協議会事務局（〒491-0858 一宮市栄

4-6-8 一宮商工会議所内）までご送付ください。 

 来る 10 月 15 日(日)に名鉄百貨店一宮店正面玄

関前で開催する「第 38 回一宮総合食品フェア」の

出展者を現在募集している。 

 このフェアは一宮市内の食品会社が日頃ご愛顧

いただいている消費者の皆様に感謝を込めて毎年

開催するもの。 

 当日は商品の即売や一定額以上の商品購入者を

対象にしたガラガラ抽選会を行い、例年多くの買

い物客や家族連れで終日賑わいを見せている。 

 この機会に是非ご出展ください。詳細は開催要

項をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

【申込・問合わせ先】 

第 38 回一宮総合食品フェア事務局 

(一宮商工会議所内) 

TEL.72-4611 FAX.72-4411 

 

■ 開催要項 ■ 

□日 時 10 月 15 日(日) 10：00～16：00  

□場 所 名鉄百貨店一宮店正面玄関前 
□内 容 即売 

□出展料 1小間 10,000 円 

（縦 900 mm×横 1,800 mm の売台） 

 ※募集小間数に達し次第受付終了 

□募集小間数 20 小間(先着順) 

□申込締切日 8 月 10 日(木） 
 

【参考：昨年度の出展者、出展商品(18 社）】 

①菊一あられ㈱：あられ、②㈱尾関園芸 愛知西農

業(協)青年部：野菜、鬼まんじゅう、③㈱きよせ：

どら焼き、④㈱フレイバーユージ：メープルシフ

ォンケーキ、⑤㈱名鉄百貨店一宮店：野菜・果実、

⑥㈱名古屋食糧：餅・レトルト加工品、⑦㈱フア

キ：生麩・焼麩等、⑧㈱なごやきしめん亭：きし

めん、⑨三井食品工業㈱：漬物各種、⑩岩田食品

㈱：佃煮、⑪㈱タクセイ：きな粉・ふりかけ、⑫

オリザ油化㈱：食用油、⑬BASE COFFEE：コーヒー

豆、⑭㈱美ノ久：マスタード、⑮一宮市浮野養鶏

㈱：尾張の卵、⑯一宮市養蜂組合：ハチミツ、⑰

内藤醸造㈱：清酒・焼酎、⑱いちのみや食ブラン

ド推進協議会        ※敬称略・順不同
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第 38 回一宮総合食品フェア 出展者募集！ 

 ～10 月 15 日 名鉄百貨店一宮店前で開催。ガラガラ抽選会など併催イベントも～ 

【問合せ先】いちのみや食ブランド推進協議会事務局 

      TEL：0586-72-4611 WebPage：http://Ichinomiya-brand.com/ 

うきうきチーズケーキ 認定マーク パンフレット

△昨年度の食品フェアの様子 

 いちのみや食ブランド 新たに 1品目を認定！ 



 

女性会（会長：猪子千早）は 6 月 15 日、一宮

市内にて高岡商工会議所女性会との交流会を開

催した。 

当日は、本所会員事業所である「ステーキ＆シ

ーフード HONJIN」にて昼食懇談会を開催した後

「中伝毛織株式会社」と「一宮市尾西歴史民俗資

料館別館旧林家住宅」を見学。高岡商工会議所女

性会の方には、地場産業である繊維産業の現場と

一宮市の歴史について学ぶ機会となった。 

高岡商工会議所女性会との交流会を開催

  一宮市産業観光プロモーション事業推進協議

会(会長：豊島半七会頭)は、6 月 26 日に、今年

度第 1回目となる協議会を開催した。 

  協議会では、昨年度実施した観光資源のデータ

ベース化、推奨コース造成等の調査成果を踏ま

え、着地型観光素材の絞り込みと活用をテーマ

に、更に一歩踏み込んだ調査事業を展開すること

で、委員の賛同を得た。 

  本事業は、産業観光を切り口として、市の交流

人口の増加と活性化に中長期的視点で取組んで

いくもの。 

 青年部（会長：村手 誠）は 5月 24 日、岐阜関

カントリークラブにて、毎年恒例の稲沢商工会議

所青年部との交流事業として、ゴルフコンペを開

催。心配された天候も小雨程度でおさまり、OB

を含む 44 名のメンバーは終日、快適にプレーし

交流を深めた。 

 ゴルフ終了後は、表彰式と懇親会も開催した。

一宮市産業観光プロモーション事業推進協議会 

平成 29 年度 第 1回 協議会を開催 

△協議会冒頭で挨拶を行う豊島会頭 

△参加者と表彰式の様子 

一宮イルミネーション推進委員会（委員長：大

森輝英常議員）は、6 月 20 日、第 2 回会合を本

所にて開催した。 

今年度のイルミネーション事業は、12 月 1 日

（金）より平成 30 年 2月 14 日（水）までの約 2

カ月半の期間開催することが決定。推進委員会で

は、イルミネーションの装飾デザインのほか、期

間中開催する各種イベントについて、それぞれ原

案の検討を行った。 

本事業は、冬期、一宮駅周辺にイルミネーショ

ン装飾を設置し、期間中実施する各種イベントを

通じて交流人口等の増加を目指すもので、今年度

が 3年目となる。 
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△推進委員会であいさつする大森委員長 

毎年恒例の稲沢商工会議所青年部との 

交流事業を開催！ 

△一宮市尾西歴史民俗資料館別館 
 旧林家住宅前での記念撮影 

イルミネーション推進委員会 

 今年度の装飾・イベント等を検討 



 

第 1回いちのみや秋まつり実行委員会 

を開催しました！ 

5 月 20 日、豊田合成と木曽川庁舎にて、第 2

回の定例教室を開催した。小学校 4年生から 6年

生までの児童 151 名が参加。それぞれの学年に合

わせたテーマにて、指導員と豊田合成のサポート

スタッフの指導の下で、ものづくりの楽しさを学

んだ。 

4 年生においては、「さしがね」、「のこぎり」、

「げんのう」などの基本的な工具の使い方を学ん

だ。二人一組で支え合い木を切る練習から釘打ち

の練習等を行なった。 

6 月 17 日には、同施設にて第 3 回定例会を開

催した。活動の詳細は、一宮少年少女発明クラブ

HP で公開している（http://www.138hatu.jp/）。

 公益財団法人あいち産業振興機構と本所を含

む尾張地域 8商工会議所は 6月 15 日、小牧勤労

センタ―にて平成 29 年度 地域商談会（尾張会

場）を開催した。 

 尾張地域を中心とした中小企業が受注機会の

増大及び新規取引先の開拓を図るとともに、中小

企業間の情報交換を通じ共同受注、共同開発、技

術提携等を促進するために毎年開催されている。

 当日は、一宮市内の企業 9社をはじめ県内外か

ら 186 社が申込みをし、受注・発注各企業から提

出された面談希望リストをもとに 329 件の商談

が行われた。 

△第 2回定例教室の様子 

△商談会の様子 

いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：榊原

讓）は、6月 5日、本所にて第 1回実行委員会を

開催した。 

 当日は、「一宮だいだいフェスタ大集合 for 

Halloween 2017」の開催及び各事業について議論

が交わされた。今年度の開催期間については、10

月 1 日～29 日とし、「138 ハロウィン～おりもの

パレード～」や「138 ハロウィン～トリックオア

トリート～」等、盛り沢山の内容で実施する。ま

た、予算案についても協議を行い、可決承認され

た。 

今後、参加団体の催事名称・日時等の詳細が決

定次第、予告チラシ等による PR を行う。 

△第 1回秋まつり実行委員会の様子 
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6 月 19 日から 23 日まで、名古屋商工会議所に

て、「アライアンス･パートナー発掘市 2017」を

開催した。 

アライアンス・パートナー発掘市とは、愛知県

内 22 商工会議所の会員同士を引き合わせる事前

調整型の商談会で、エントリー企業数は 779 社、

そのうち、本所からは 30 社がエントリーし、マ

ッチングウィーク期間中に商談が行われた｡ 

【参考】 

昨年度エントリー企業数は 649 社、そのうち本所

からは 25 社がエントリーし、延べ 72 件の商談が

行われた。 

△商談の様子 

一宮少年少女発明ｸﾗﾌﾞ第2回定例教室を

開催！ものづくりの楽しさを学ぶ！ 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

Homepage http://www.ichinomiya-cci.or.jp

B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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 本所では①「いつかは創業したい方」・②「近々

独立開業を予定している方」・③「開業後間もな

い方」の学ぶ機会の創出と意欲ある創業者の活

躍の後押しを目的に「創業塾」を実施する。 

今回、創業の基礎知識(経営・販路開拓・人材

育成・財務会計)を学びながら 12 回のカリキュ

ラムを通じて、経理基礎・法務・資金調達など

実務と直結する内容をさらに深堀し、アンガー

マネジメント研修やビズストーム(経営ゲーム)

など人材育成、経営感覚を養う内容を新たに盛

り込み創業者の資質向上とグループワークやビ

ジネスプランのプレゼンテーションを通じた参

加者同士の交流・意見交換の場を創出する。 

市内で創業を考えている方や創業間もない方

をぜひご紹介頂きたい。 

創業塾の詳細については一宮商工会議所ビジ

ネス支援センター（TEL.0586-85-7032）まで。 

 

△昨年度の様子 

経営ゲーム ビズストーム とは 

経営を模したゲームをプレイすることで、ビジネスに必

要な要素を体感的に学び、実践につなげられる研修用のビ

ジネスゲーム。 

1 人が 1 社を経営し、研究開発や広告営業などをしなが

ら経営資源を蓄積し、市場に挑み経営感覚を養う。  

ｶﾘｷｭﾗﾑ充実の創業塾を開催！！ 

～実務知識獲得に加え経営感覚を養う経営ｹﾞｰﾑやｱﾝｶﾞｰ(怒り)ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを取り入れます～ 

アンガーマネジメントとは 
1970 年代にアメリカで始まったアン

ガー（イライラ、怒りの感情）をマネジ

メント（上手に付き合う）するための心

理教育。 

アメリカでは、ビジネスパーソン、ス

ポーツ選手、職業にとらわれず、実に

様々な人達がよりよい生活やビジネス、

人間関係を手に入れる為に技術を取得

している。自身の行動傾向を知り、怒り

を上手にコントロールすることで、起こ

りうるあらゆるビジネスシーンで活用

できる。 

■受講者募集期間■ 

平成 29 年 7月 10 日(月)から 8月 25 日(金) 

■開催日程■（予定） 

平成 29 年 9月 2日(土)から 11 月 19 日(日)まで 

期間中、計 12 日間開催。 

日時・ｶﾘｷｭﾗﾑについては、本所 HP に掲載。 

■開催場所■ 

一宮商工会議所 3階 大ホール 

■対象者■ 

①一宮市内で創業を考えている方  

②創業して間もない方(創業後 1年未満) 

■受講料■ 

5,000 円（税込） 

※テキスト代実費としてご負担頂きます。 

■定  員■ 

25 名（定員になり次第、締切） 

■申込方法■ 

本所 HP より申込書をダウンロードし、必要事項を記

入の上 FAX、または電話にてお申込下さい。 

■その他■ 

※本所駐車場は数に限りがありますので、できるだ

け公共交通機関をご利用下さい。 

※開催日時場所等につき、急遽変更となる恐れがご

ざいます。随時 HP にて掲載いたしますので予めご

了承ください。 



■修行で培った技術で顧客に寄り添う 

  当店は小売店として仏壇を販売するだけでなく、

オリジナルの仏壇作りや修理・洗濯（汚れた仏壇を

可能な限り分解、特殊洗剤にて洗浄、乾燥後、塗り、

金箔押しを行い新品の時の状態に復元する）に至る

まで丁寧な対応を心掛けている。これは、親子二代

での「塗り、金箔押し、組立」の修行経験があって

こそ行うことができる当店の特徴である。 

 

■３代目が「適正価格で分かりやすく」、 

 仏壇文化を次世代に承継していきます！ 

近年、生活様式の変化から仏具を納める仏間 

が減少している。三代目の彰浩氏は、先祖に合掌す

る機会の大切さを伝えながら、仏具を永く引き継ぐ

ポイント、洗濯の重要性について一目で理解してい

ただけるよう展示品を作り店内に置いている。今後

も祖父からの言葉である「顧客本位」、「適正価格で

分かりやすく」をモットーに家族で力を合わせてお

客様に寄り添い、サービスを提供していくと意気込

む。 

■創業者、創業の時期と変遷 

戦後まもなく、現社長彰浩氏の祖父にあた

る健三氏が創業。父親の正吉氏が二代目代表

となり、平成２８年１２月、彰浩氏が三代目に

就任。70 余年を誇る仏壇仏具の老舗である。

四男として生まれた健三氏は母の実家の紹介

をきっかけに大須にて仏檀作りの修行を経

て、一宮市本町で独立した。二代目の正吉氏の

頃は高度経済成長の波にのるものの、オイル

ショックやリーマンショックなど様々な好不

況を経験しながらも豊富な経験と知識でこれ

を乗り越えてきた。 

   

 

 

代表者：宇佐見  彰浩   代表就任：平成２８年 
住  所：一宮市本町４丁目２番１１号 
Ｔ Ｅ Ｌ：0586-72-2015  m-usami@ivory.plala.or.jp 
H  P：http://www.usamibutudanten.com/ 

 
Q  昨年度、第 1回 一宮まちゼミ「仏具のお磨き講座」を開催して反応はいかがでしたか？ 
A  仏具の中でも金属仏具のお手入れ(お磨き)を取り上げて実施したのですが、想定していた来客数の

倍以上のお問合せがあり、反応の多さに驚きました。ゼミを通して、当店を知ってもらうチャンス
になりましたし、質問にわかりやすく答える難しさを再認識しました。次回も、チャレンジします。
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 中小企業相談所は、国･県の中小企業施策の普及にあたり､特

に小規模事業者の皆様の経営、金融、税務、経理、労務などに

関する経営支援を行う機関です。10 名の経営指導員が、それぞ

れ地区を巡回し、商工会議所の会員・非会員の区別なく相談に

応じております。勿論、業務上知り得た秘密は厳守します。 

伝統の技術を生かし、未来に 

承継していく生粋の仏壇店 

有限会社 宇さ見仏檀店 

▲ 三代目代表の彰浩氏 

▲補修作業の様子 



Ｒｕｓｔｉｃ（ラステック  一宮市花池 3 丁目） 
代表者 丹羽さんに聞きました！ 
～小規模企業共済に加入して、賢く節税しながら退職金を準備中～ 
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【問合せ・申込先】 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL：0586-72-4611 FAX：0586-72-4411

(公財)あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産ｸﾞﾙｰﾌﾟ

〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号 ウインクあいち 14 階

TEL：052-715-3074  FAX：052-563-1438

Q.制度をどのように知りましたか？制度活用の動

機は何でしたか？ 

A.制度の名前は、以前から毎月郵送される所報や

ポスターを見て知っていました。加入の動機は商

工会議所の記帳指導時に担当者から「加入すると

所得税が節税できますよ。」と勧められて加入しま

した。 

Q.本制度を活用して、メリットを教えてください

A.確定申告時に掛金が全額「小規模企業共済掛金

控除」として課税対象所得から控除できるので、 

節税ができる。月々の掛金も、経営状況に合わせ

て変更できるので、無理しなくても良いというの

が嬉しいです。 

自分は理美容師なので満期や満額が無いフリー

な感じが気に入っています。急遽、資金が必要な

時は、納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付 

◆小規模企業共済制度概要◆ 

昭和 40 年に発足。個人事業の廃業や、会社等の

役員退職、共同経営者の退任時などの生活資金等

を積み立てておく制度（月額1,000円～70,000円）。

（独）中小企業基盤整備機構が運営。関係資料は

本所にございますのでお気軽にご連絡ください。

詳細は下記専用ホームページ参照ください。 

URL：http://www.smrj.go.jp/skyosai/ 

も可能なので安心材料にもなります。 

Q.本制度を検討している方へメッセージをお願い

します 

A.賢く、節税できるのは良いと思います。コツコツ

掛けながら未来の自分への「ご褒美＝退職金」が準

備されていると思うと、仕事にも集中できるのでお

勧めします。 

～Voice～ 

ここでは施策を実際に利用した方にインタビューを実施し、『利用者

の声』として掲載しております！ 

この記事をお読みになり興味が沸いたら、 

先ずは会議所へご連絡をください！ 
 

 『あいち中小企業応援ファンド助成事業 第 2回募集』のご案内 

●助成対象者 

県内に本社若しくは主たる事務所を有する中小企業者（個人、小規模企業者、会社及び団体）又はそ

のグループ及び中小企業者の支援機関 

●助成対象分野 

1.地域産業資源活用応援ファンド 

県内の地域産業資源を活用した新事業展開  

2.モノづくり応援ファンド 

次世代成長産業分野及び地場産業分野での地域資源を活用した新事業展開  

3.農商工連携応援ファンド 

あいち産業科学技術総合センターや愛知県農業総合試験場等と連携して行う地域資源の農林水産 

物を活用した新事業展開  

●助成規模  5,000 万円程度           ●募集期間 平成 29 年 6 月 30 日（金）～7月 31 日（月） 

●応募方法  次の書類（各 1部）を募集期間内にご持参又は郵送ください。 

①あいち中小企業応援ファンド助成金交付申請書  

②あいち中小企業応援ファンド助成事業計画書交付申請書 ・ 事業計画書様式（Word 形式）  

③添付書類   （例）法人の場合は現在事項証明書（3か月以内）、個人の場合は印鑑登録証明書 他 

        ※詳しくは公募要領をご覧ください。

随時、相談受付中！ 



 

 

 

 

 

 

■日 時   平成 29年 9月 8日(金) 10：00 ～ 11：30  

■場 所   一宮商工会議所 3階 303室 

■内 容  新商品・新サービスの発表（各社 5分程度）、交流 

■参加費  無料 

■定 員  10社（定員を超えた場合は選考） 

■申 込   担当者までご連絡ください。 

TEL.72-4611 担当：伊藤、宇野 

＊“新商品”“新サービス”とは、6カ月以内に発売したもの 

もしくは 3カ月以内に発売予定のものとします。 

＊プレゼンテーション勉強会の受講が参加条件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経営革新計画」の制度をご存知ですか? 
あなたの「夢」を応援いたします!! 

一宮商工会議所会員企業のための 

新商品・新サービス合同報道発表会 開催 

■利用できる主な支援措置 

①日本政策金融公庫の特別貸付制度 

・基準金利 1.21%から基準金利△0.65%  

特別金利 0.56% 

 ②信用保証の特例 

  ・一般保証枠とは別に「経営革新関連保証」が

別枠プラス! 

③愛知県中小企業融資制度が利用可能 

・(経済環境適応資金・パワーアップ資金) 

④その他の支援措置 

・販路開拓支援 ・海外展開支援 

・特許料の減免制度 等 

※経営革新計画の承認は、融資等を保証するも

のでありません。 

〇詳しくはこちらまで! 

経営革新計画とは... 

新たな取組にチャレンジする中小企業が、経営

計画を作り、愛知県知事の承認を受けることで、

特別貸付の適用や販路開拓支援など様々な支援

策につながる制度である。 

中小企業等経営強化法に基づき、３～５年間の

事業計画を作成することで、社内における経営目

標や課題の共有・明確化を図ることができ、承認

を受けることで信用保証の特例や販路開拓など、

活用できる公的支援策の幅が更に広がる。 

 

【問合せ先】一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.0586-72-4611 

愛知県 経営革新計画 検索 

本所では、会員事業所の情報発信をサポートするため新商品や新サービスを紹介する『合同報道

発表会』を開催する。発表会では、報道関係者に向けて貴社の新商品・新サービスを発表していた

だくことができるほか報道関係者との交流会も実施する。  
  是非、この機会に貴社の新商品・新サービスを報道関係者にアピールしてみませんか？ 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ勉強会開催！  
8 月 25日(金) 14:00 ～ 17:00 

『マスコミに響く効果的なプレゼン資料のポイントとは』（予定） 

9月 1日(金) 14:00 ～ 16:00 

『事前リハーサル』（予定） 

場所 ： 一宮商工会議所 

講師 ： 有限会社起業経営研究所 代表取締役 小坂 英雄 氏 
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▲交流会の様子 

▲発表会の様子 
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【問合せ・申込先】 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL：0586-72-4611 FAX：0586-72-4411

本所では、IT 関連事業者同士が相互の交流を図り情

報交換等を行う事で、これまでにない新たなネットワ

ークづくりと、人脈形成を図っていただくことを目的

とした「IT事業者交流会」を開催する。 

 交流会の内容、参加申込方法については、同封のチ

ラシを参照のこと。 

 引き続き 第 2回 一宮まちゼミ 参加店募集中!!  
【お客には満足を､お店には新規顧客と売上げを､そして街には賑わいを｡】 

第 1 回 参加店対象セミナーを開催 

 6 月 8 日、本所にて「第 1 回 参加店対象セミナ

ー」を開催、15 名が参加した。 

 このセミナーは、まちゼミへの参加店を対象とし

て開催。講師の、まちゼミ伝道師・松井 洋一郎氏

より、前回の説明会のおさらいとして、何のために

「まちゼミ」を行うのかを再確認した。続いて、「ま

ちゼミ」のポイントを解説し、今回のセミナーで一

番大切な、「まちゼミ」を実施するうえでの重要ポ

一宮商工会議所 IT 事業者交流会を開催！ 

～IT で一宮を元気に！自社の商品やサービスを同業他社に向けて PR しよう！！～ 

【開催要項】 

○日 時 

平成 29 年 8月 7日（月）13：30～16：00 

○場 所 一宮商工会議所 3 階大ホール 

○対 象 本所会員の IT 関連事業者 

○定 員 30 名 ※1事業所 2名まで 

〇参加費 1,000 円 

○プログラム 

 第 1 部 自社プレゼン（1社 10 分程度） 

希望者のみによる1社10分程度の自

社プレゼンを行っていただきます。

会社概要や新サービス、新システム

等を同業他社の前でパワーポイント

や実際の商品画面を用いて PR して

頂きます。 

 第 2 部 自社紹介（1社 1分） 

    参加事業所の商品、サービスの紹介 

 第 3 部 交流・名刺交換会 

○問合せ・申込方法 

同封の折込チラシ（裏面）に必要事項を記

載し、FAX にて申込いただくか、お電話にて

申込ください。 

【問合せ・申込先】 

一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL.0586-72-4611 FAX.0586-72-4411 

 

△講話をする岡崎まちゼミの会代表の松井氏 

△熱心に話に聞き入る受講者の様子 

イントにつき説明した。 

 重要ポイントは、①として、効果的なタイトル

の内容の構築法を最近の全国的なまちゼミ動向

から学ぶ。②として、まちゼミのリピート向上と

して新規顧客の創造の仕掛けを学ぶ。③として、

クレーム回避・トラブル回避方法を学ぶ。④とし

て、応募無いお店を無くす工夫として、マーケテ

ィングの考え方を取り入れる方法とクロスメデ

ィアアプローチの活用を学ぶ。これらにつき、参

加者は、熱心に聴講していた。 
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「経営力向上計画」で、「稼ぐ力」を後押しします!!  
中小企業者の設備投資などをサポート 
 

 ■Ⅰ.経営強化法で「稼ぐ力」をバックアップ 
 中小企業事業者の生産性や経営力の向上を応援

する法律、「中小企業等経営強化法」が昨年、2016
年 7 月 1 日から施行された。 

事業者が自ら経営力向上計画を作って申請を行

い、認定を受けることで、3 年間固定資産税が半

分になる軽減措置が受けられる。また、低利融資

や債務保証など資金繰りの支援も受けられる。 
施行から約半年以上経つが、2017 年 3 月末現在

で 1 万 8,242 件が認定されている。そのうち約 7
割にあたる 1 万 3 千件が製造業である。平成 29
年度の税制改正ではサービス産業にも使いやすい

ように工夫がされている。例えば、固定資産税の

軽減対象設備はこれまで製造業で多く使われてい

る「機械装置類」を対象にしていたが、サービス

業でも使われるような空調設備、業務用冷蔵庫、

陳列棚など固定資産税の軽減対象設備の拡充が今

回の税制改正のポイントである｡ ↗ 

→■Ⅱ.税制改正のポイント 
～①中小企業経営強化税制の創設～ 
～②固定資産税特例の拡充～ 

①経営力を向上させる設備を新規取得した場合、 
即時償却または税額控除が選択適用できる。 

②固定資産税の特例が使える。経営力を向上させ

る設備を新規取得した場合、固定資産税が 3 年

間、2 分の 1 になる。 
※平成 29 年度から、対象設備が拡充。サービス業

でも使いやすいよう、器具備品や建物附属設備

などを対象に追加している。 
生産性や経営力向上のために具体的にどんなこ

とをしていけばいいのか、各業界団体が経営力向

上推進機関として製造業、旅館業など事業分野別

に指針を定め、公表している。 
事業所で取り組むべき対策を指針をもとに計画

を立て、ぜひ申請を行ってください。↙ 

【問合せ先】一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL.0586-72-4611 FAX.0586-72-4411 

→■Ⅲ.「事業分野別指針」を踏まえて、「経営力

向上計画」を申請 
「経営力向上計画」の申請書を作成する。申請書

は 2枚と、非常に簡単。 

  この申請を書くにあたり、ヒントとして、業種

毎に「稼ぎ方のポイント」をまとめた「事業分野

別指針」を参考とする。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/201

6/shishingaiyou.pdf 

「事業分野別指針」は、一言で言えば、稼ぎ方の

事例や考え方をまとめたもの。多くの優良事例を

紹介されているが、よりご自身の事業の問題をご

自身で読んでいただけるために、業種毎に事例を

指針としてまとめている。 この事業分野別指針で

は、業種の現状認識、目標、稼ぐために必要とな

る具体的な実施事項にまで言及していく。「稼ぎ

方」が事例から、より具体的なイメージを持つこ

とができる。 

 この「事業分野別指針」を踏まえて、自社の「経

営力向上計画」を作成し、申請・認定されると、

「固定資産税の軽減措置」や「金融措置」を受け

ることができる。  ↗ 

経営強化法 

サービス業の 
方にも使える 
ように支援措
置を拡充しま
した。 

検索 

→■Ⅳ.申請は、支援機関である一宮商工会議所が

サポート､「経営力向上計画書」の申請への手

続きの流れをまとめると･･･ 
1.「事業分野別指針」を読む 
2.自社の置かれた環境を把握し、強み・弱みを整 

理する。 
3.「事業分野別指針」の中から、稼ぎのために何 

を行うべきか選択する。 
4.「経営力向上計画書」にまとめる。  
5.事業分野ごとの担当省庁に申請する。 

この 5 ステップである。 
 これらを行うにあたり、まずは、支援機関であ

る一宮商工会議所にご相談をいただきたい。計画

の策定から、実施までをサポートする。なお、支

援機関は認定支援機関に限っていないので、普段

からお付き合いのある支援機関でも、相談可能と

なっている。 
提出する「経営力向上計画書」の申請書類は、

実質 2 枚のみ。 
□お問い合わせは、「経営力向上計画相談窓口」へ

ご連絡ください。 
・中小企業庁 事業環境部 企画課 
・TEL：03-3501-1957 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ind
ex.html 
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（愛知県信用保証協会） 

本所「萩原地域分科会」（会長：則竹 伸也 副会

頭）は、6月 20 日、視察会を実施した。 

  当日は、参加した 31 名が静岡方面視察として井

伊直虎ゆかりの地 出世の街 浜松へ出向き、『おん

な城主直虎』 大河ドラマ館を訪れた。『おんな城

主 直虎』は、1月より放送されている NHK 大河ド

ラマ。戦国時代、後に江戸時代 270 年にわたる

萩原地域分科会・視察会開催  ～井伊直虎ゆかりの地 浜松へ～ 

第６２回おりもの感謝祭 一宮七夕まつり 

豪華七夕飾りつけが「一宮」の夏を彩る！ 

今年で 62 回目を迎える「おりもの感謝祭一宮七夕まつり」は 7月 27 日（木）から 30日（日）まで市内一

円で盛大に開催される。 

期間中は伝統的な七夕吹流しをはじめ、子供たちに人気のアニメキャラクターなどが動くアーチ仕掛物飾

りや豪華な大型吊下げ飾りなどが、一宮駅周辺および中心商店街、真清田神社などに飾り付けられる。また、

さまざまな市民参加型のイベントが繰り広げられ、まちを夢とロマンの散歩道へといざなう。 

ミス七夕、ミス織物のご紹介 
七夕まつり期間中は、チャリティーサイン会をはじめ、撮影会、人力車七夕道中等、七夕まつりを盛り上げ

ますので、今後の活躍に、応援をよろしくお願いします。 

ミス七夕クイーン 

横井佳奈（よこい かな）さん 

ミス七夕 ミス七夕 

中村のぞみ（なかむら のぞみ）さん 日紫喜くるみ（ひしき くるみ）さん

ミス織物クイーン 

牧野恵美（まきの えみ）さん 

ミス織物 ミス織物 

村山英美里（むらやま えみり）さん 青木美樹（あおき みき）さん 

平和の礎を築いた徳川家康を支え続けた、徳川四

天王の一人に数えられ彦根藩の藩祖となった井伊

直政を育てた遠州井伊谷二十二代当主直盛一人

娘。女領主・井伊直虎を主人公とした物語である。

参加者は、歴史ロマンに感動し、萩原地域の会員

相互の親睦と多くの交流が図られ、有意義な視察

会となった。 
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 6 月 29 日、木曽川文化会館ホール（尾西信金ホ

ール）において春の叙勲・褒章受章記念祝賀会が

開催された。 

 当日は、多年に亘る功績により叙勲・褒章の栄

誉に浴された受賞者 14 名が出席し、盛大に祝賀会

が開催された。 

 この祝賀会は、市長、市議会議長と経済界を代

表し、本所会頭、尾西・木曽川両商工会長を発起

人とし、毎年 2回開催されている。 

春の叙勲・褒章受章記念祝賀会を開催 

行政・経済界関係者など多数出席

「歩行者保護モデルカー」ステッカーを

貼り安全運転啓発のご協力を！ 

本所では、県内で増加する交通事故への対応とし

て、会員事業所が所有する車に「歩行者保護モデル

カー」のステッカーを貼っていただく啓発事業を実

施する。 

賛同いただける会員事業所は、今月の所報に同封

のチラシ（申込書）に必要事項を記入の上、FAX に

て本所まで申し込む。後日、「歩行者保護モデルカ

ー」ステッカーを、1事業所につき 5枚まで無料に

て送付する（申込状況により、送付枚数を調整させ

ていただく場合があります）。 

是非、本取組みにご賛同いただき、ご協力くださ

いますようお願いします。 

詳細は、所報同封チラシを参照または総務部まで

（TEL.72-4611）。 

 

 

 

 

 

 

 

△歩行者保護モデルカーステッカーのデザイン 

サイズ（縦 70mm×横 210mm） 

 6 月 11 日、一宮地場産業ファッションデザイン

センター、一宮商業高校にて、第 146 回日商簿記

検定試験を実施した。当日は、1級 19 名、2級 135

名、3 級 189 名のあわせて 343 名が試験に挑戦し

た。 

 簿記は、経理事務に必要な会計知識だけでなく、

財務諸表を読む力や基礎的な経営管理や分析力が

身につく技能。全ての従業員に有用なビジネスス

キルであり、コスト感覚が身につくなど経営の視

点を養うことができる資格として注目度も高い。

 6 月 25 日、修文大学にて第 210 回日商珠算検定

試験を実施した。当日は、1級 43 名、2級 70 名、

3級 78 名のあわせて 191 名が試験に挑戦した。 

 そろばん教育は、子供達のさまざまな能力を向

上させ、科学的な分析でも、観察力、イメージ力、

記憶力、集中力、情報処理力、速聴・速読力など

が養われるとされ、これらの能力だけでなく学力

全体の向上も期待される。 

 次回の珠算検定試験は、10 月 22 日（日）に実

施する予定。 

会員増強キャンペーン開催中 
 

 本所では、6月より会員増強キャンペーンを

開催しております。会員の皆様のお取引先か

お知り合いの方で会員になっていない事業所

がございましたら、是非ご紹介ください。職

員が訪問し、ご説明させていただきます。 

 期間中にご入会いただいた方には 2,000 円

分の商品券を贈呈。また、ご紹介いただいた

方には、１件につき 1,000 円分の商品券を進

呈いたしますので、下記までご連絡ください。

 前期：平成 29 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日 

 後期：平成 29 年 10 月 1 日～12 月 31 日 

＜問合せ先 総務部 TEL 0586-72-4611＞ 

総勢 343 名が試験に挑戦！ 

 ～日商簿記検定試験を実施～ 

総勢 191 名が試験に挑戦！ 

～日商珠算検定試験を実施～ 

△簿記検定試験の様子 △珠算検定試験の様子 



 

 

15 

今月の表紙「一宮 産業観光めぐり」 
季節観光・夏 七夕まつり 

 

「第 62 回おりもの感謝祭 一宮七夕まつり」 

（7月 27 日(木)～30 日(日)） 

市民の守り神として崇敬される真清田神社の

祭神・天火明命（あめのほあかりのみこと）

の母、萬幡豊秋津師比売命（よろずはたとよ

あきつしひめのみこと）は、太古から織物の

神として知られ、そのご加護により当地方の

織物業が発達したと言われています。 

このことから、毎年 7月の最終日曜をフィナ

ーレとする木曜日からの 4日間、織物と因縁

の深い牽牛、織女にちなみ、「一宮七夕まつり」

が繰り広げられます。昭和 31 年に始まった一

宮七夕まつりは市民の夏の最大のイベントで

あり、仙台・平塚と並ぶ日本の「三大七夕ま

つり」の一つと称賛され、会期中の人出は 100

万人を超えます。 

まつりの期間中行われる「コスプレパレード」

（2ページ参照）は 6年目を迎え、ステージ

とパレードで一宮の七夕を盛り上げます。ま

た、300 メートルに及ぶ御衣奉献大行列や、

ミス七夕・ミス織物（13ページ参照）による

「人力車七夕道中」、「盆踊り大会」、「ワッシ

ョーいちのみや」など、多彩な行事が行われ

ます。 

「環境行動計画」 

  ～CO2 チェックシートのご活用を～

 環境経営を支援するツールの一つとして、日商エ

ネルギー・環境ナビが推奨する「CO2 チェックシー

ト」がある。 

本シートは企業活動の中で、月々の使用料（量）

を記録するだけでエネルギー消費量、CO2 排出量を

簡単に把握することができるとともに、照明設備を

蛍光灯から LED に更新した場合の「コスト削減効果」

や「CO2 排出削減量」をシミュレーションできる機

能を新たに追加したツールである。 

 自社の状況の「見える化」と省エネ・省 CO2 がも

たらす効果への「気づき」をお手伝いし、中小企業

の省エネ・節電の取り組みを後押しする。 

 エネルギー使用量や CO2 排出量の「見える化」が

できるこのツールをぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

詳しくはこちら（日商エネルギー・環境ナビ） 

△http://eco.jcci.or.jp/ 

新 入 会 員 ご 紹 介  

～ご入会ありがとうございました～ 
 

事 業 所 名  所 属 部 会 名

オフィス・ヒライ 

（株）宮崎物産 

（有）トータルメンテナンス大進 

UP 

行政書士 相続相談事務所 

（株）クリモト 

愛北商会 

（株）侘蔵 

ティーアイ設計（株） 

fuseya esthetic aroma & yoga  

（株）マルショウ 

脇本組 

珈琲庵小信中島店 

カスタマイズ整体 笑 ～しょう～ 

安影組 

鷹巣辰也税理士事務所 

艶美塗装工業 

建築業 真鍋組 

まるど珈琲店 

ピュアチャンスサロン一宮 

kitchen＆cafe hironchi 

デンタルラボア・ウインクルム 

amical 

（有）稲永船舶 

ドッグサロン BUZZ STYLE 

ミルキーウェイシステムズ（株） 

（株）松本電工 

物 流 ・ 情 報

土 木 建 設

土 木 建 設

文化・サービス

金 融 ・ 理 財

機 械 工 業

商 業

土 木 建 設

機 械 工 業

文化・サービス

土 木 建 設

土 木 建 設

文化・サービス

文化・サービス

土 木 建 設

金 融 ・ 理 財

土 木 建 設

土 木 建 設

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

物 流 ・ 情 報

土 木 建 設

※平成 29 年 4 月 1日～30 日の新入会分。新入会員

のうち、名簿の公表を希望しない事業所は掲載して 

おりません。 

所報にチラシを同封しませんか？ 

 
本所では、会員サービスの一環として、会報誌

「所報」（毎月 10 日発行）に商品やサービスを

掲載したチラシを折り込み、配布するサービス

を行っています。 

貴社も、開封率・訴求効果の高い「所報」を使

って、3,400 を超える会員事業者に向けて商

品・サービスを PR しませんか？ 

チラシ同封サービスの詳細は、企画事業部まで

お問い合わせください。（電話：0586-72-4611）
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